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令和３年  第１回  まんのう町議会定例会  

 

まんのう町告示第１３号 

 令和３年第１回まんのう町議会定例会を次のとおり招集する。 

                           令和３年２月１８日 

                           まんのう町長 栗田 隆義 

 

１．招集日 令和３年３月２日 

２．場 所 まんのう町役場議場 

 

 

 

令和３年第１回まんのう町議会定例会会議録（第４号） 

令和３年３月１９日（金曜日）午前 ９時３０分 開会 

 

出 席 議 員  １６名 

    １番 鈴 木 崇 容        ２番 常 包   恵 

    ３番 小 山 直 樹        ４番 京 兼 愛 子 

    ５番 竹 林 昌 秀        ６番 川 西 米希子 

    ７番 田 岡 秀 俊        ８番 合 田 正 夫 

    ９番 三 好 郁 雄       １０番 白 川 正 樹 

   １１番 白 川 皆 男       １２番 松 下 一 美 

   １３番 三 好 勝 利       １４番 大 西   豊 

   １５番 川 原 茂 行       １６番 大 西   樹 

 

欠 席 議 員  な し 

 

会議録署名議員の指名議員 

    ８番 合 田 正 夫        ９番 三 好 郁 雄 

 

職務のため出席した者の職氏名 

   議会事務局長  常 包 英 希   議会事務局課長補佐  平 田 友 彦 

 

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

   町 長  栗 田 隆 義   副 町 長  栗 田 昭 彦 

   教 育 長  三 原 一 夫   総 務 課 長  長 森 正 志 
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   企画政策課長  松 浦 正 吾   地域振興課長  松 下 信 重 

   税 務 課 長  池 下 尚 治   住民生活課長  山 本 貴 文 

   福祉保険課長  佐 喜 正 司   健康増進課長  國 廣 美 紀 

   農 林 課 長  小 縣   茂   建設土地改良課長  河 田 勝 美 

   地籍調査課長  宮 崎 雅 則   会 計 管 理 者  黒 木 正 人 

   琴 南 支 所 長  萩 岡 一 志   仲 南 支 所 長  多 田 浩 章 

   教育次長兼学校教育課長  香 川 雅 孝   生涯学習課長  細 原 敬 弘 

 

 

○大西樹議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達してますので、直ちに本日の会議

を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 日程に入るに先立ちまして、議会報告をいたします。 

 事務局長、常包英希君。 

○常包議会事務局長  御報告申し上げます。 

 初めに、町長より、地方自治法第１４９条の規定に基づく議案２件の提出があり、受理

いたしました。 

 次に、各常任委員長より、会議規則第７７条の規定に基づく付託審査報告書の提出があ

り、受理いたしました。 

 次に、各常任委員長並びに議会運営委員長より、会議規則第７５条の規定に基づく閉会

中の継続調査申出書の提出があり、受理いたしました。 

 以上で、議会報告を終わります。 

○大西樹議長  議会報告を終わります。 

 

日程第１ 議会運営委員会報告 

○大西樹議長  日程第１、本日の議事日程等について、議会運営委員会の報告をお願

いします。 

 議会運営委員長、大西豊君。 

○大西豊議会運営委員長  議会運営委員会の御報告を申し上げます。 

 ３月１８日、午前９時３０分より、全員協議会室におきまして、町長、副町長、総務課

長、議長同席の下に、議会運営委員会委員６名が出席し、第１回定例会の運営について慎

重に審議しましたので、その結果を御報告します。 

 なお、工事請負契約の締結に関する議案を２件追加し、委員会付託を省略して、即決で

採決を行うこととしております。 

 それでは、お手元に配付されております議事日程第４号について御説明申し上げます。 
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 日程第１ 議会運営委員会報告    議会運営委員長 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 付託案件の委員長報告   教育民生常任委員長 

 日程第４ 付託案件の委員長報告   建設経済常任委員長 

 日程第５ 付託案件の委員長報告   総務常任委員長 

 日程第６ 議案第１号 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について 

 日程第７ 議案第２号 まんのう町ものづくりセンターの設置及び管理に関する条例の

一部改正について 

 日程第８ 議案第４号 まんのう町介護保険条例の一部改正について 

 日程第９ 議案第５号 まんのう町事業分担金徴収条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第８号 まんのう町ものづくりセンターの指定管理者の指定について 

 日程第１１ 議案第９号 まんのう町琴南地域活性化センターの指定管理者の指定につ

いて 

 日程第１２ 議案第１０号 令和２年度まんのう町一般会計補正予算（案）第５号 

 日程第１３ 議案第１１号 令和２年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）

第４号 

 日程第１４ 議案第１２号 令和２年度まんのう町後期高齢者医療特別会計補正予算

（案）第２号 

 日程第１５ 議案第１３号 令和２年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）第

２号 

 日程第１６ 議案第１４号 令和２年度まんのう町下水道特別会計補正予算（案）第３

号 

 日程第１７ 議案第１５号 令和３年度まんのう町一般会計予算（案） 

 日程第１８ 議案第１６号 令和３年度まんのう町国民健康保険特別会計予算（案） 

 日程第１９ 議案第１７号 令和３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計予算（案） 

 日程第２０ 議案第１８号 令和３年度まんのう町介護保険特別会計予算（案） 

 日程第２１ 議案第１９号 令和３年度まんのう町下水道特別会計予算（案） 

 日程第２２ 議案第２０号 令和３年度まんのう町農業集落排水特別会計予算（案） 

 日程第２３ 議案第２１号 令和３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算

（案） 

 日程第２４ 議案第２５号 工事請負契約の締結について（令和２年度指定避難所（仲

南小・満濃南小・四条小）体育館空調設備工事） 即決でお願いします。 

 日程第２５ 議案第２６号 工事請負契約の締結について（令和２年度指定避難所（琴

南小・長炭小・高篠小）体育館空調設備工事） 即決でお願いします。 

 日程第２６ 閉会中の継続調査について 
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 以上の日程で意見の一致を見、午後１時４５分、委員会を閉会しました。 

 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 

○大西樹議長  これをもって、議会運営委員会の委員長報告を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了します。 

 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○大西樹議長  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において、８番、合田正夫

君、９番、三好郁雄君を指名いたします。 

 

日程第３ 付託案件の委員長報告（教育民生常任委員長） 

○大西樹議長  日程第３、付託案件の委員長報告の件を議題といたします。 

 教育民生常任委員会の付託案件について、委員長の報告を求めます。 

 教育民生常任委員長、川西米希子君。 

○川西米希子教育民生常任委員長  教育民生常任委員会の委員長報告を申し上げます。 

 去る３月５日、全協議会室におきまして、委員全員、議長出席の下、執行部より、町長、

副町長、教育長、総務課長、所管課長出席の下、教育民生常任委員会を公開にて開催いた

しました。 

 ３月定例会本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第４号、議案

第１１号、議案第１２号、議案第１３号、議案第１６号、議案第１７号、議案第１８号、

議案第２１号の８議案で、本会議に引き続き、執行部より詳細な説明があり、審査を行い

ました。 

 初めに、議案第４号 まんのう町介護保険条例の一部改正について、令和３年度から令

和５年度までの３か年を計画期間とする第８期介護保険事業計画が策定され、計画期間中

に要する事業費等の見込みに基づき介護保険料を改定するものである。今回の改定では保

険料基準額を月額６，５００円とし、第７期の介護保険料との比較では月額５００円の増

となるとの説明がありました。 

 委員より、計画期間中に要する事業費等の見込みに基づき介護保険料の改定が必要とな

ったことは理解できる。ただ、コロナ禍の最中に負担を増やすのはいかがなものかとの意

見があり、執行部より、介護保険料の算定の根拠は介護給付費の２３％と法定で定められ

ている。今後、予想される介護給付費で計算した場合、保険料の基準額を６，５００円と

することに御理解いただきたいとの答弁がありました。 

 その後、討論を行い、委員より、コロナ禍の大変な時期に被保険者の負担を増やすこと

には納得できないとの反対討論がありました。 
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 賛成討論では、今回、第８期介護保険事業計画は策定委員会で検討し、負担軽減が図ら

れている。今後、団塊世代でお年寄りも増えることから、介護制度を維持するためにも負

担増は必要であるとの討論がありました。 

 次に、議案第１１号 令和２年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）第４

号については、事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億２，９９３万９，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２３億１，３００万円とするものであ

る。歳入の主なものとして、県支出金において保険給付費等交付金を１億２５０万円減額、

また、繰入金では、一般会計繰入を２，２７３万１，０００円減額、これは歳入決算見込

みによる減額であるとの説明がありました。これに対する歳出の主なものとして、保険給

付費において、医療費年間所要額の決算見込みにより医療諸費の一般被保険者療養給付費

を６，６６０万円、高額療養費では１，２５５万３，０００円減額、また、国民健康保険

事業費納付金では、決算見込みにより４，３０５万７，０００円減額補正しているとの説

明がありました。 

 委員より、出産育児一時金の減額の原因は出生児数が想定より少なかったことによるも

のかとの質疑があり、執行部より、この出産育児一時金は国保の被保険者のみが対象であ

る。当初予算は一人当たり単価４２万円、年間２０人で計上していたが、実績を精査し、

１５人に変更したための減額であるとの答弁がありました。 

 次に、議案第１２号 令和２年度まんのう町後期高齢者医療特別会計補正予算（案）第

２号については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，０３６万４，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億８８１万４，０００円とするものである。歳入

では、後期高齢者医療保険料を１，７９５万円増額、繰入金において一般会計繰入金を２

４１万４，０００円増額、これは歳入決算見込みによる増額であるとの説明がありました。

これに対する歳出として、後期高齢者医療広域連合納付金において、決算見込みにより２，

０３６万４，０００円増額であるとの説明があり、精査の結果による増額であることから、

委員も理解されたものと思います。 

 次に、議案第１３号 令和２年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）第２号に

ついては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ４，４４０万５，０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ２７億２，５５２万円とするものである。歳入の主なものとして、

国庫支出金において、決算見込みによる補正として１，０１３万１，０００円減額、支払

基金交付金において合わせて９４２万３，０００円の減額、県支出金において４８６万８，

０００円の減額、繰入金において一般会計及び基金繰入金を合わせて２，９０８万３，０

００円減額である。これに対する歳出の主なものとして、保険給付費において、介護サー

ビス諸費など合わせて２，１２０万円減額、地域支援事業費において、介護予防事業費な

ど合わせて１，６３５万円減額補正しているとの説明があり、これまでの実績に基づく減

額であることから、委員も理解されたものと思います。 

 次に、議案第１６号 令和３年度まんのう町国民健康保険特別会計予算（案）について
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は、事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２０億９，３５０万円と定めるも

のであり、対前年度１億８，１５０万円の減、８．０％減、直営診療施設勘定歯科の歳入

歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４５０万円と定めるものであり、対前年度比同額、直

営診療施設勘定内科の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ７，６００万円と定めるも

のであり、対前年度４０万円の増、０．５％増であるとの説明がありました。 

 委員より、国保の保険料で均等割部分を国が幾らか補助をすると新聞に掲載されていた

が、どうなるのかとの質疑があり、執行部より、子供の均等割部分の５割を未就学児に限

って公費で軽減するよう国会審議が行われ、可決されれば、令和４年度から未就学児の均

等割部分が５割軽減になるとの答弁がありました。 

 委員より、新型コロナウイルス傷病手当金とはどのような手当かとの質疑があり、執行

部より、被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のため会社を休み、事業主か

ら給料が受けられない場合、傷病手当金が支給されるものである。例えば農業をされてい

る事業主がコロナ関係で収入が減となっても対象外であるとの答弁がありました。 

 次に、議案第１７号 令和３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計予算（案）につい

ては、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３億３０万円で、対前年度２，１３０万円

の増、７．６％増である。 

 委員より、対前年度２，０００万円と大きな伸びであるが、理由について質疑があり、

執行部より、一昨年度にあった後期高齢者医療保険料の改定に基づくものであるとの答弁

がありました。 

 次に、議案第１８号 令和３年度まんのう町介護保険特別会計予算（案）については、

歳入歳出予算の総額はそれぞれ２７億２，５５０万円で、対前年度５，３８０万円の増、

２．０％増であるとの説明がありました。 

 その後、討論を行い、委員より、コロナ禍の大変な時期に負担を増やすことは反対であ

るとの反対討論がありました。 

 次に、議案第２１号 令和３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算（案）に

ついては、歳入歳出予算の総額はそれぞれ４,０９０万円で、対前年度９５０万円の減、

１８．８％減であるとの説明がありました。 

 委員より、質疑、意見等がありましたが、委員も理解されたものと思います。 

 以上、付託された案件につきまして、次のとおり決定しましたので、会議規則第７７条

の規定により、その結果を報告いたします。 

 議案第４号 まんのう町介護保険条例の一部改正について、賛成多数で可。議案第１１

号 令和２年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）第４号、全会一致で可。

議案第１２号 令和２年度まんのう町後期高齢者医療特別会計補正予算（案）第２号、全

会一致で可。議案第１３号 令和２年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）第２

号、全会一致で可。議案第１６号 令和３年度まんのう町国民健康保険特別会計予算

（案）、全会一致で可。議案第１７号 令和３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計予
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算（案）、全会一致で可。議案第１８号 令和３年度まんのう町介護保険特別会計予算

（案）、賛成多数で可。議案第２１号 令和３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会

計予算（案）、全会一致で可とすることで意見の一致を見ました。 

 以上、付託案件審査の報告とさせていただきます。 

 次に、閉会中の所管事務調査を申し出ることとし、委員会を閉会いたしました。 

 以上で、教育民生常任委員会の委員長報告を終わります。 

○大西樹議長  これをもって、教育民生常任委員会の付託案件に関する委員長報告を

終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了します。 

 

日程第４ 付託案件の委員長報告（建設経済常任委員長） 

○大西樹議長  日程第４、付託案件の委員長報告の件を議題といたします。 

 建設経済常任委員会の付託案件について、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長、川原茂行君。 

○川原茂行建設経済常任委員長  建設経済常任委員会の委員長報告を行います。 

 去る３月９日、１０日、全員協議会室におきまして、委員全員、議長同席の下、執行部

より、町長、副町長、総務課長、所管課長出席し、建設経済常任委員会を公開にて開催い

たしました。 

 ３月定例会本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第２号、議案

第５号、議案第８号、議案第９号、議案第１４号、議案第１９号、議案第２０号の７議案

で、本会議に引き続き、執行部より詳細な説明があり、審査を行いました。 

 初めに、議案第２号 まんのう町ものづくりセンターの設置及び管理に関する条例の一

部改正については、条例に施設の使用料に関する条項が記載されていないため、条項を追

加し、農業者等が農産物の加工や講習会等に使用でき、地域が活性化できるよう改正する

ものであるとの説明がありました。 

 委員より、「使用料」を「利用料」とする理由は何か。一般の方の使用は何を想定して

いるかとの質疑があり、執行部より、町が料金を徴収する場合は「使用料」で、指定管理

者が料金を収受する場合は「利用料」である。一般の利用の想定については、薬草部会に

貸す予定である。基本的に一般の農業者等に貸し出すことを想定しているが、農林産物を

加工する場合は薬草部会に相談することになるとの答弁があり、委員より、一般の農業者

等が使用できることを周知してほしいとの要望がありました。 

 次に、議案第５号 まんのう町事業分担金徴収条例の一部改正については、執行部より、

団体営土地改良事業で生産基盤整備の農用地の保全が追加になり、中山間地域の農業用水

路、農道や農地等ののり面に防草シートを敷設することで保全管理に要する労力の削減を
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図り、農地中間管理機構による担い手への農地集積を促進するようにするものである。ま

た、小規模ため池防災対策特別事業では、防災上危険で放置することのできない小規模た

め池を保全型（全面改修）及び防災型（貯水機能の廃止）として補助対象にするものであ

るなどの説明がありました。 

 委員より、小規模ため池防災対策特別事業で受益者がいない場合、どこから受益者負担

をもらうのかとの質疑があり、執行部より、防災型については基本的に地元自治会の関係

者の方で協議会をつくってもらい、その協議会の中に町や県が入り、受益者がいないこと

を確認し、費用負担について協議していただくとの答弁がありました。 

 次に、議案第８号 まんのう町ものづくりセンター施設の指定管理者の指定については、

執行部より、まんのう町ものづくりセンター施設の設置目的を効果的かつ効率的に管理運

営するために、一般社団法人サンフラワーまんのうに令和３年４月１日から２年間、指定

管理者として指定するものであるとの説明がありました。 

 委員より、食品衛生法を遵守することが施設運営の根幹である。保健所が食品衛生法に

基づいて指導する内容を指定管理者に伝えてほしいとの要望があり、執行部より、仕様書

にも記載し、また、基本協定にも法律を遵守するよう記載しているとの答弁がありました。 

 また、委員より、サンフラワーまんのうの社員または理事に幸南食糧の関係者が入った

ほうがよかったのではないかとの意見があり、執行部より、幸南食糧にも法人が立ち上が

ったことの報告をし、社員にということで声かけはしているとの答弁がありました。 

 また、委員より、指定管理者の審議会でどのような質問、意見があったのかとの質疑が

あり、執行部より、審議会の中では、特に販売のところではオリーブオイルと違い認知度

が低い。販売先はある程度客層を絞ってはどうかとの話があった。例えば普通の方よりも

食べ物や健康に関心がある人を対象にして売り込めば、横のつながりで広がっていくとい

う助言を中小企業診断士よりもらったとの答弁がありました。 

 また、委員より、数年前から特産品開発としてひまわり事業を進めてきたが、あまり思

わしくないが、ひまわり推進協議会に今までの経緯や現状等を伝え、協議した上で指定管

理者制度を選択するのが順番だと思うとの意見がありました。 

 次に、議案第９号 まんのう町琴南地域活性化センターの指定管理者の指定については、

執行部より、まんのう町琴南地域活性化センター施設の設置目的を効果的かつ効率的に管

理運営するために、一般社団法人ことなミライに令和３年４月１日から２年間、指定管理

者として指定するものであるとの説明がありました。 

 委員より、ことなミライは純粋に公益活動を行うことになるのかとの質疑があり、執行

部より、琴南地域の住民の生活支援サービスを提供していくほか、施設を木工関係の団体

に貸したり、自然史博物館に貸したりして、地域の活性化につながる活動を行う。今後は

ことなミライが自主運営として何ができるかを考えていくことになるとの答弁がありまし

た。 

 また、委員より、木工の施設はいきいき館にもあり、競合しないのかとの質疑があり、
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執行部より、製作するものが異なるため問題はないと考えているとの答弁がありました。 

 また、委員より、施設を指定管理することで目的を達成しているか、評価と指導をして

いくことが大切であるとの意見があり、執行部より、町としてこの活動を全面的に支えて

いきたいとの答弁がありました。 

 次に、議案第１４号 令和２年度まんのう町下水道特別会計補正予算（案）第３号につ

いて、歳入は、使用料及び手数料を１１３万６，０００円、国庫支出金を１５０万円減額

し、町債において１０万円増額する。これは歳入決算見込みによる補正であり、総務費に

おいて、決算見込みにより１３６万９，０００円減額し、施設費を１１７万円減額補正す

るとの説明がありました。 

 委員より、繰越明許費で負担金が繰越しになるのはどういうことかとの質疑があり、執

行部より、こちらについては県の２次補正で県工事負担金を繰り越しているため、併せて

町についても繰り越すものであるとの答弁があり、委員も理解されたものと思います。 

 次に、議案第１９号 令和３年度まんのう町下水道特別会計予算（案）について、歳入

歳出予算の総額はそれぞれ２億４５０万円と定めるものであり、対前年度１，７８０万円

の減、８％減となる。歳入予算では、分担金及び負担金５０万円、対前年度同額、使用料

及び手数料５，２０２万１，０００円、対前年度同額、繰入金１億１８７万９，０００円、

対前年度比０．４％減、町債５，０１０万円、対前年度比１７．９％減をそれぞれ見込ん

でいる。歳出予算では、総務費６，２３４万６，０００円、対前年度比９．５％増、施設

費１，５７４万１，０００円、対前年度比５２．７％減、公債費１億２，５９１万３，０

００円、対前年度比４．３％減、予備費５０万円、前年度と同額をそれぞれ計上している

との説明があり、委員も理解されたものと思います。 

 次に、議案第２０号 令和３年度まんのう町農業集落排水特別会計予算（案）について、

歳入歳出予算の総額はそれぞれ３，０９０万円と定めるものであり、対前年度３０万円の

減、１％減となる。歳入予算では、分担金及び負担金３０万円、前年度同額、使用料及び

手数料６０２万８，０００円、対前年度比８％増、繰入金２，４５７万円、対前年度比２．

９％減、繰越金１，０００円、前年度同額、諸収入１，０００円、前年度と同額をそれぞ

れ見込んでいる。歳出予算では、施設費１，１８９万円、対前年度比２．１％減、公債費

１，８９１万円、対前年度比０．２％増、予備費１０万円、前年度と同額をそれぞれ計上

しているとの説明があり、委員も理解されたものと思います。 

 以上、当委員会に付託された７議案につきまして、それぞれ質疑や意見等がありました

が、採決の結果、いずれも全会一致で可決するべきものと決定いたしました。 

 以上、付託されました案件について、次のとおり決定しましたので、会議規則第７７条

の規定により、その結果を報告いたします。 

 議案第２号 まんのう町ものづくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて、全会一致で可。議案第５号 まんのう町事業分担金徴収条例の一部改正について、

全会一致で可。議案第８号 まんのう町ものづくりセンターの指定管理者の指定について、



－１０－ 

全会一致で可。議案第９号 まんのう町琴南地域活性化センターの指定管理者の指定につ

いて、全会一致で可。議案第１４号 令和２年度まんのう町下水道特別会計補正予算（案）

第３号、全会一致で可。議案第１９号 令和３年度まんのう町下水道特別会計予算（案）、

全会一致で可。議案第２０号 令和３年度まんのう町農業集落排水特別会計予算（案）、

全会一致で可とすることで意見の一致を見ました。 

 以上、付託案件審査の報告といたします。 

 最後に、閉会中の所管事務調査を申し出ることとし、委員会を閉会いたしました。 

 以上で、建設経済常任委員会の委員長報告を終わります。 

○大西樹議長  これをもって、建設経済常任委員会の付託案件に関する委員長報告を

終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  委員長報告の中に、ひまわり推進協議会に今までの経緯や現状等を

伝え、協議した上での指定管理者制度を選択するのが順番だと思うと報告でありました。

私もそれには非常に賛成であります。その中で、ひまわり推進協議会をまた開く日程とか、

そういった新たなことをいつするかというお約束というのをされましたか。少しお聞きし

ます。 

○大西樹議長  １５番、川原茂行君。 

○川原茂行建設経済常任委員長  建設経済常任委員会の中ではいたしておりません、

日程的には。 

○大西樹議長  １番、鈴木崇容君。 

○鈴木崇容議員  これは行く行くはしていただけるという、そういう軽いお約束など

はありましたか。 

○大西樹議長  １５番、川原茂行君。 

○川原茂行建設経済常任委員長  約束はないですけども、常識的にするのが当然だと

思っております、私、個人的には。 

○大西樹議長  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了します。 

 

日程第５ 付託案件の委員長報告（総務常任委員長） 

○大西樹議長  日程第５、付託案件の委員長報告の件を議題といたします。 

 総務常任委員会の付託案件について、委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長、三好郁雄君。 

○三好郁雄総務常任委員長  総務常任委員会の委員長報告を申し上げます。 

 ３月１５日、全員協議会室におきまして、委員全員出席し、教育民生常任委員会委員長、
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建設経済常任委員会委員長同席の下、執行部より、町長、副町長、所管課長全員出席の下、

総務常任委員会を公開にて開催いたしました。 

 ３月定例会本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第１号、議案

第１０号、議案第１５号の３議案であります。 

 初めに、教育民生常任委員長、建設経済常任委員長より、議案第１０号 令和２年度ま

んのう町一般会計補正予算（案）第５号及び議案第１５号 令和３年度まんのう町一般会

計予算（案）の所管部分で行った質疑の報告がありました。 

 なお、報告された内容はタブレットの委員長報告に入れておりますので、よろしくお願

いします。 

 それでは、付託案件について審査を行いましたので、質疑、意見等及び結果を報告いた

します。 

 初めに、議案第１号 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正については、昨年４月に監査基準が定められ、監査事務が増大してい

くことから、監査委員の報酬年額を見直すものである。なお、報酬額の算定に際しては、

県下各町の監査委員報酬年額、全国の町村監査委員報酬年額、類似団体の監査委員報酬年

額を参考に検討を行ったとの説明がありました。 

 委員より、特別職報酬等審議会で審議を行っていないのかとの質疑があり、執行部より、

まんのう町特別職報酬等審議会条例で審議する案件は、町議会議員の報酬、町長、副町長

及び教育長の給料の額に限られている。監査委員の報酬額については条例に規定されてい

ないため、他の自治体等を参考に見直したとの答弁がありました。 

 次に、議案第１０号 令和２年度まんのう町一般会計補正予算（案）第５号については、

委員より、諸収入のその他雑入の主なものは何かとの質疑があり、執行部より、情報セン

ター端末機器管理費、負担金の調整額で、中讃広域行政事務組合からの返金であるとの答

弁がありました。 

 委員より、競艇事業組合配分金が増えている要因は何かとの質疑があり、執行部より、

コロナ禍の影響もあり、家にいながらネットで舟券を購入する人が増えたため収入が上が

っており、例年より配分金が多くなったとの答弁がありました。 

 また、委員より、商品券のプレミアム率が３割と高かったのに、売行きが思わしくなか

ったが、原因を分析しているのかとの質疑があり、執行部より、使用期間が短期間であっ

たため売行きが伸びなかったというのは反省部分としてある。コロナウイルス関連対策の

交付金と連動した令和３年度の商品券の販売について、反省点を踏まえ、現在、検討中で

あるとの答弁がありました。 

 委員より、防災用備品費について質疑があり、執行部より、災害備蓄品用のクラッカー

や保存水、また、避難用簡易倉庫や防災対応用パソコンなど防災対応の備品であるとの答

弁がありました。 

 次に、議案第１５号 令和３年度まんのう町一般会計予算（案）について報告します。 
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 委員より、臨時財政対策債の発行は限度額いっぱいまで使う予定であるのかとの質疑が

あり、執行部より、限度額の確定は７月頃に国より示された限度額上限を借りているとの

答弁がありました。 

 委員より、男女共同参画プラン作成業務委託料で、策定プランは平成２５年に策定した

計画の改訂作業なのかとの質疑があり、執行部より、第２次の男女共同参画プランについ

ては、平成２５年度から平成２９年度で期間を終えている。男女共同参画社会基本法では

市町村では努力規定であり、現在、更新がされていない。計画がなくても広域連携や女性

議会、講演会などを実施してきた。今年度は国と県が同計画の見直しを図っており、本町

も計画の整合性を図りながら策定していきたいとの答弁がありました。 

 委員より、交通安全施設整備事業費について、農業用水路での自転車事故が多いが、こ

れらの対応について質疑があり、執行部より、水路の転落事故は全国的にも多いため、危

険箇所を点検し、整備を検討するとの答弁がありました。 

 委員より、振興公社経営安定化補助金について質疑があり、執行部より、新型コロナウ

イルスの影響等で両公社の売上げが激減している。経営者も経費削減に努めているが、収

益の回復は見込めない状況で、両公社の経営安定を図り、経済的支援体制を整えるため予

算計上しているとの答弁がありました。 

 委員より、まんのう町本庁舎改修工事実施設計管理業務について質疑があり、執行部よ

り、本庁舎のカーポート、エレベーター等の改修工事に係る設計管理委託料と本庁舎３階、

４階の空調、照明等改修工事の設計管理委託料であるとの答弁がありました。 

 委員より、改修工事に併せて室内の改修はしないのかとの質疑があり、執行部より、室

内の傷んでいる箇所は点検し、修繕が必要な箇所は追加する予定であるとの答弁がありま

した。 

 また、委員より、住民に人権擁護委員の認知度を上げる取組を行ってはどうかとの意見

があり、執行部より、人権擁護委員は琴平町とまんのう町で組織する仲多度地区部会があ

り、啓発方法を協議し、周知方法を検討したいとの答弁がありました。 

 委員より、固定資産税過誤納還付金の予算額が増えている理由について質疑があり、執

行部より、固定資産税については令和３年度が評価替えの年で、評価の見直しをした際に

判明した過誤納部分に対応するために増額しているとの答弁がありました。 

 委員より、監査補助員を１名採用するとのことだが、独立した監査委員事務局をつくる

考えはあるかとの質疑があり、執行部より、昨年より会計室経験者を配置している。正規

職員の配置については人員的な部分もあり、現段階では難しいが、経験者枠も含め考えて

いきたいとの答弁がありました。 

 また、委員より、防災用備品費でアレルギー対応の非常食について質疑があり、執行部

より、食料についてはある程度アレルギー対応のものを選定しているとの答弁がありまし

た。 

 また、その他で、一般社団法人ものづくりセンターを指定管理者とし、年間１，５００
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万円の指定管理料が徐々に減っていく５年間の計画が出されたが、この計画は売上げが増

えていくことが前提の計画である。県外販売は幸南食糧に、県内販売は今の体制と変わら

ず、従業員も減ることになる。広告費も組まれていないが、計画どおりの売上げとならな

い場合、町の対応はどうするのかとの質疑があり、執行部より、今後、数年間の事業計画

は、基本的には販売額が増加すれば、それに反比例して町の指定管理料も減少し、種子の

買上げ価格も高くなる計画である。予定より販売実績が伸びず、計画どおりにいかなかっ

た場合は、町が支援をしていくことになるとの答弁がありました。 

 以上が、質疑等の報告です。 

 それでは、付託されました案件について、次のとおり決定しましたので、会議規則第７

７条の規定により、その結果を報告いたします。 

 議案第１号 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について、全会一致で可。議案第１０号 令和２年度まんのう町一般会計補正

予算（案）第５号、全会一致で可。議案第１５号 令和３年度まんのう町一般会計予算

（案）、全会一致で可とすることで意見の一致を見ました。 

 以上、付託案件審査の報告です。 

 また、閉会中の所管事務調査を申し出ることとし、委員会を閉会いたしました。 

 以上で、総務常任委員会の委員長報告を終わります。 

○大西樹議長  これをもって、総務常任委員会の付託案件に関する委員長報告を終わ

ります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了します。 

 

日程第６ 議案第１号 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について 

○大西樹議長  日程第６、議案第１号 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１号 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 議案第２号 まんのう町ものづくりセンターの設置及び管理に関する条例の

一部改正について 

○大西樹議長  日程第７、議案第２号 まんのう町ものづくりセンターの設置及び管

理に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、まんのう町ものづくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いての件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで、休憩を取りたいと思います。議場の時計で４５分までお願いいたします。 

休憩 午前１０時２８分 

 

再開 午前１０時４５分 

○大西樹議長  休憩を戻して、会議を再開いたします。 

 

日程第８ 議案第４号 まんのう町介護保険条例の一部改正について 

○大西樹議長  日程第８、議案第４号 まんのう町介護保険条例の一部改正について

の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

 ３番、小山直樹君、反対討論の発言を許可します。 

○小山直樹議員  それでは、私は議案４号に反対する立場から討論を行います。 

 今回の条例改正は、今後３年間、保険料基本額を現行の６，０００円から６，５００円

に８．３％の大幅な値上げを行うものです。年間６，０００円の負担増になります。東京

商工リサーチ調査によれば、昨年、老人福祉、介護事業の倒産は、介護保険法が施行され

た２０００年以後、過去最多を更新しました。また、資金難や人手不足で先行きが見通せ

ない中、休廃業・解散を決める事業所も過去最多の水準であります。この調査リポートは
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国が抜本的な福祉の基盤整備に乗り出さない限り、介護・福祉の事業所の淘汰はさらに加

速し、高齢者はもちろんのこと、要介護の家族を持つ若年層にも深刻な影響を与えかねな

い、こう警鐘を鳴らしております。 

 国会で介護保険法が可決されたのは１９９７年でありました。当時の世論調査で国民の

８割がこの制度の導入を支持いたしました。介護地獄と呼ばれた家族の介護負担、専ら女

性が家族の介護を担う苦しみと理不尽を介護の社会化によって解消するという理念に多く

の国民が期待を寄せておりました。 

 当初、自民党政権は、ホームヘルパー、施設職員、ケアマネジャーなどの介護職員を成

長産業の花形職種であるかのように喧伝をいたしました。実際には介護従事者の厳しい労

働環境や劣悪な処遇は放置、助長され、現場では若い職員の離職や志望者の減少が続き、

深刻な人手不足が起こっております。介護保険の２０年は自公政権による社会保障削減路

線の２０年でもありました。その結果、制度が抱えていた矛盾は一層拡大いたしました。 

 もともと保険あって介護なしの危険性を持っていた介護保険は、社会保障費削減のため

の改悪が繰り返される中で、年金天引きで保険料を容赦なく取り立てる一方、サービスは

なるたけ受けさせないという、まさにやらずぶったくりの制度へと変質していったのです。 

 要支援者や軽度者の保険給付外しをめぐっては、厚労省の初代老健局長として介護保険

導入を主導し、介護保険の生みの親を自称する堤修三氏は、そうしたやり方は被保険者と

の約束をほごにするもの、こう指摘し、「言い過ぎかもしれないが、団塊以降の世代にと

って、介護保険は国家的詐欺になりつつあるように思えてならない」、こう痛烈な批判を

発信しています。 

 介護保険の国庫負担、公費負担を引き上げることは、民主党政権時代、当時野党だった

自民党も公明党も主張しておりました。現在の厚労大臣、田村さん、衆議院議員は、第２

次安倍内閣の厚労大臣として政権に返り咲いた直後の国会答弁でこう言っております。

「私ども自民党が消費税１０％に上げるときの案の中には、介護保険公費６０％、そのう

ちの１０％は国が国費で出すというような市町村、都道府県は大変でありますから、そう

いうような案も実は盛り込んでおったんです。ただ、それは三党協議の中において我々も

断念した」と言いました。 

 また、公明党も２０１０年に発表した新・介護公明ビジョンで介護保険財政の公費負担

割合を当面６割、さらには３分の２に引き上げる政策を打ち出し、その内容を１２年の衆

議院選、１３年の参議院選の選挙公約に盛り込んでおりました。２０２５年には介護保険

の３分の２を公費で賄うことを提案します、こういう内容でありました。かつて自民党、

公明党も認めていたように、介護をめぐる危機を打開し、安心できる公的介護制度をつく

るには、この道しかありません。このことを強く訴えたいと思います。 

 堤氏が表現した国家的詐欺に私自身加担することはできません。コロナ禍でケア労働の

社会的重要性が認識されているときです。本来、国が負担すべきものです。したがって、

一方的に町民に負担増を押しつける今回の条例改正に断固反対する立場を表明して、私の
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反対討論を終わります。以上です。 

○大西樹議長  賛成討論はありませんか。 

 １０番、白川正樹君、賛成討論の発言を許します。 

○白川正樹議員  議案４号、今回の介護保険料の引上げは、第８期介護保険事業計画

策定委員会の中で十分に検討されたものであります。介護給付費の準備基金も活用し、被

保険者の保険料負担の軽減も図っております。また、安定的な介護保険制度の維持、運営

のためでもあると思います。よって、私は賛成といたします。 

○大西樹議長  反対討論はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  賛成討論はありますか。 

 ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  小山議員の発言は介護保険の構造を解明して、的確に述べられたと

ころもあります。しかし、国家的詐欺としました。介護保険に期待し、介護保険の恩恵、

給付サービスに非常に幸いというか、恩恵を受けた方々は数多いはずであります。ただし、

介護は要介護でない人も要支援でない人も介護保険料を負担するものであって、介護保険

料が安いということは、住民全体の恩恵を被るものであります。介護保険料が高いか安い

か重大なことであり、介護保険料は市町村ごとに決めるものであります。ただし、介護保

険法が市町村の分担割合と介護保険料の算定基準を定めておる。地方自治は国家の法制度

と矛盾する自治はできない。その隙間を埋め、地方自治に委ねられた部分を決めるにすぎ

ません。本町の介護保険料は介護給付費の２３．５％でしたか、高齢化率が高い地域特性

を認められて、やや低めにされているはずであります。 

 小山議員が問うとすれば、３年間の介護給付費の見積りの根拠を問うべきであります。

その精度を問うべきであって、それなしに国家的詐欺とは不当な言いがかりであり、介護

関係者の心証を損なうものではないでしょうか。 

 所管課は今回の介護保険料は県内１７市町中、５番目から１０番目ぐらいの間に位置す

ると私の質問に答えてくれております。かつて私は介護保険料が本県で一番高いときの福

祉保険課長でした。これを払拭すべく、社会保険料をいかに安くするか奮闘した伝統を現

課の職員たちも継承しております。安いにこしたことはない。しかし、法定基準に従った

精いっぱいの見積りであり、努力であります。容認し、介護予防活動と普及啓発に努力す

る決意を伺った以上、賛成以外に我が町に選択肢はないものと確信するものであります。 

○大西樹議長  討論を終了します。 

 討論がありましたので、これより、議案第４号 まんのう町介護保険条例の一部改正に

ついての件を起立により採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（起立多数） 

○大西樹議長  起立多数であります。 



－１７－ 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第９ 議案第５号 まんのう町事業分担金徴収条例の一部改正について 

○大西樹議長  日程第９、議案第５号 まんのう町事業分担金徴収条例の一部改正に

ついての件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第５号 まんのう町事業分担金徴収条例の一部改正についての件を採決

いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０ 議案第８号 まんのう町ものづくりセンターの指定管理者の指定について 

○大西樹議長  日程第１０、議案第８号 まんのう町ものづくりセンターの指定管理

者の指定についての件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８号 まんのう町ものづくりセンターの指定管理者の指定についての

件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１ 議案第９号 まんのう町琴南地域活性化センターの指定管理者の指定につ

いて 

○大西樹議長  日程第１１、議案第９号 まんのう町琴南地域活性化センターの指定

管理者の指定についての件を議題といたします。 
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９号 まんのう町琴南地域活性化センターの指定管理者の指定につい

ての件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２ 議案第１０号 令和２年度まんのう町一般会計補正予算（案）第５号 

○大西樹議長  日程第１２、議案第１０号 令和２年度まんのう町一般会計補正予算

（案）第５号の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、令和２年度まんのう町一般会計補正予算（案）第５号の件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３ 議案第１１号 令和２年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）

第４号 

○大西樹議長  日程第１３、議案第１１号 令和２年度まんのう町国民健康保険特別

会計補正予算（案）第４号の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１１号 令和２年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）

第４号の件を採決いたします。 
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１４ 議案第１２号 令和２年度まんのう町後期高齢者医療特別会計補正予算

（案）第２号 

○大西樹議長  日程第１４、議案第１２号 令和２年度まんのう町後期高齢者医療特

別会計補正予算（案）第２号の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１２号 令和２年度まんのう町後期高齢者医療特別会計補正予算（案）

第２号の件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５ 議案第１３号 令和２年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）第

２号 

○大西樹議長  日程第１５、議案第１３号 令和２年度まんのう町介護保険特別会計

補正予算（案）第２号の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１３号 令和２年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）第２

号の件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 



－２０－ 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６ 議案第１４号 令和２年度まんのう町下水道特別会計補正予算（案）第３

号 

○大西樹議長  日程第１６、議案第１４号 令和２年度まんのう町下水道特別会計補

正予算（案）第３号の件を議題とします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１４号 令和２年度まんのう町下水道特別会計補正予算（案）第３号

の件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７ 議案第１５号 令和３年度まんのう町一般会計予算（案） 

○大西樹議長  日程第１７、議案第１５号 令和３年度まんのう町一般会計予算（案）

の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

 ３番、小山直樹君、反対討論の発言を許します。 

○小山直樹議員  それでは、議案１５号ですが、私はこの議案に反対する立場から討

論を行います。 

 一般質問でも述べましたが、ワクチン接種が今後進んでいったとしても、接種が完了す

るまで、あるいは集団免疫を獲得するまで、変異株の感染拡大を含めて、安心できる状況

になったとは言えません。コロナが終息するのは来年いっぱいかかるだろうという国立感

染症研究所の専門家の先生が述べているとおり、今年度中の終息はとても見込める状況に

はありません。現在の状況は昨年と何が変わったのでしょうか。自粛を余儀なくされ、失

業や減収で町民の暮らしは一層厳しくなっております。非常時の今こそ町が先頭に立って、

町民の命と暮らしを守らなければならないときであります。コロナ感染症から町民を守る

立場、新年度予算は欠落しております。その姿勢、問われていると思います。 

 昨年来、病院や老人介護施設での集団感染が発生いたしました。先日は高松市役所の市

民課でも感染が発生し、窓口は閉鎖されております。医療従事者や高齢者施設の職員など
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に今こそ予防のため、職場の安心と安全のために定期的なＰＣＲ検査を町の責任において

実施すべきだと考えます。予算はあります。プール検査方式を取れば安く済むではありま

せんか。このことを強く望んでいます。 

 したがって、新年度予算、コロナ対応の町民を守る立場、欠落していることを指摘して、

反対の討論を終わります。 

○大西樹議長  賛成の討論はありませんか。 

 ２番、常包恵君、賛成の発言を許します。 

○常包恵議員  私は議案第１５号、令和３年度一般会計予算に賛成する立場で討論を

行います。 

 ただいま提案をされております予算案につきましては、新型コロナ対策への対応が不備

ではないか、このようなことから反対をするとの討論がありました。確かに日本でのコロ

ナ患者が発生されてから１年半余りたちましたが、いまだ新型コロナの終息、出口が見え

ない、私たちの生活はしんどくなる、このようにも思います。自粛疲れも限界に達してい

るようにも感じます。このような状況を受けての施策は、この予算案の中では私も現時点

においては不十分とも感じます。 

 しかし、国の第３次補正による臨時交付金の予算が国会を通ったのが１月２８日であり

ますし、国の説明会は２月に入ってからであります。どこの市や町におきましても、交付

金を活用する事業の具体化は新年度のようであります。まんのう町におきましても、この

交付されます１億８，０００万円を活用する事業の素案が、昨日、議会の全員協議会に説

明があったところであります。４月の中旬に臨時議会を開催し、新年度の早期に事業効果

をもたらしたい。議会からも御意見や提案があれば、３月中に提案をしていただきたい、

このような説明がありました。ですから、今から議会も執行部と一緒に新たなコロナ対策

を企画をしていく時期だと考えております。 

 また、現在提案をされております予算案を見ますと、コロナ禍の影響で町税が１億１，

３００円余りも減少する見込みとの厳しい財政状況におきまして、元利返済金が後で７割

地方交付税で補塡される有利な借金制度も活用するなど、資金調達に工夫がされておりま

す。１万８，０００人の町民の皆さんお一人お一人にとりまして、役場に求めるものはそ

れぞれ違いがあろうかと思いますが、小中学校、こども園の整備、道路や河川、農地の整

備など、また、国に先駆けての３５人学級の実施、また、県内でも先駆けて始まったデマ

ンドタクシー、あいあいタクシーの実施など、私たちの生活維持向上に向けた事業が予定

されております。 

 以上のような点から、不十分さは認めつつも、現時点における工夫された予算案と判断

いたします。したがいまして、議案第１３号 令和３年度一般会計予算（案）について賛

成をいたします。以上で、私の討論を終わります。 

○大西樹議長  討論を終了します。 

 討論がありましたので、これより、議案第１５号 令和３年度まんのう町一般会計予算
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（案）の件を起立により採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（起立多数） 

○大西樹議長  起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１８ 議案第１６号 令和３年度まんのう町国民健康保険特別会計予算（案） 

○大西樹議長  日程第１８、議案第１６号 令和３年度まんのう町国民健康保険特別

会計予算（案）の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１６号 令和３年度まんのう町国民健康保険特別会計予算（案）の件

を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９ 議案第１７号 令和３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計予算（案） 

○大西樹議長  日程第１９、議案第１７号 令和３年度まんのう町後期高齢者医療特

別会計予算（案）の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１７号 令和３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計予算（案）の

件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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日程第２０ 議案第１８号 令和３年度まんのう町介護保険特別会計予算（案） 

○大西樹議長  日程第２０、議案第１８号 令和３年度まんのう町介護保険特別会計

予算（案）の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

 ３番、小山直樹君、反対討論の発言を許します。 

○小山直樹議員  議案４号に反対した立場から、１８号に反対しないというわけには

いきませんので、反対をいたします。 

 ８．３％の月５，０００円の大幅な値上げを前提に、来年度予算、介護保険の予算を決

める内容でありますが、私はやっぱり今の町民の命、暮らし、なりわいを守ることを最優

先にすべき今の時期で値上げをするというのは大変不満でありますし、負担を強いられる

多くの人は大変な状況に陥るというふうに思います。負担増を回避するために、本当に真

剣な討議を行ったのでしょうか。時限的でも負担軽減措置であるとか、減免措置であると

か、考えるべきではなかったのではないでしょうか。介護保険財政確保のためだけに安易

な選択をするような気がしてなりません。 

 したがって、一方的に町民に負担を押しつける今回の予算案には反対する立場を表明し

て、反対討論を終わります。 

○大西樹議長  賛成討論はありませんか。 

 １０番、白川正樹君、賛成討論の発言を許します。 

○白川正樹議員  では、賛成の立場で討論いたします。 

 現在、日本の高齢化は世界に類を見ないスピードで進んでおります。もちろんまんのう

町も例外ではありません。このことは介護を必要とする人が増えるということにつながり

ます。今後、ますます介護保険制度が老後を支える制度として充実していくことが求めら

れていると思います。可能な限り、住み慣れた地域で自立した日常生活が送れるような介

護予防、健康づくりの取組を強化して、健康寿命を延ばすこともますます重要であり、介

護保険制度の大きな目的の一つであります。 

 本町の介護保険事業は高齢者の増加を見据えた算出基盤や人的基盤の整備、地域共生社

会の実現、介護予防、健康づくりの施策の推進や充実に向けて努力をしております。また、

介護保険財政の健全性、持続性の確保にも十分努力していると考えます。今や介護保険制

度は本町にとっては必要不可欠な事業であります。予算は前年度を十分に精査した上で的

確に編成されたものであると思い、妥当性を認めます。 

 このような理由から、賛成といたします。 

○大西樹議長  討論を終了いたします。 

 討論がありましたので、これより、議案第１８号 令和３年度まんのう町介護保険特別

会計予算（案）の件を起立により採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 



－２４－ 

（起立多数） 

○大西樹議長  起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２１ 議案第１９号 令和３年度まんのう町下水道特別会計予算（案） 

○大西樹議長  日程第２１、議案第１９号 令和３年度まんのう町下水道特別会計予

算（案）の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１９号 令和３年度まんのう町下水道特別会計予算（案）の件を採決

いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２２ 議案第２０号 令和３年度まんのう町農業集落排水特別会計予算（案） 

○大西樹議長  日程第２２、議案第２０号 令和３年度まんのう町農業集落排水特別

会計予算（案）の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２０号 令和３年度まんのう町農業集落排水特別会計予算（案）の件

を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２３ 議案第２１号 令和３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算

（案） 
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○大西樹議長  日程第２３、議案第２１号 令和３年度まんのう町浄化槽整備推進事

業特別会計予算（案）の件を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２１号 令和３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計予算（案）

の件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２４ 議案第２５号 工事請負契約の締結について（令和２年度指定避難所（仲

南小・満濃南小・四条小）体育館空調設備工事） 

○大西樹議長  日程第２４、議案第２５号 工事請負契約の締結について（令和２年

度指定避難所（仲南小・満濃南小・四条小）体育館空調設備工事）の件を議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第２５号 工事請負契約の締結について

（令和２年度指定避難所（仲南小・満濃南小・四条小）体育館空調設備工事）につきまし

て、その提案理由を申し上げます。 

 次のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及びまん

のう町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の目的、令和２年度指定避難所体育館空調設備工事の建築。契約の方法、条件付一

般競争入札。契約金額１億１，８８０万円、うち消費税額が１，０８０万円でございます。

契約の相手方、株式会社四電工中讃西営業所所長 山地周作でございます。 

 今回の契約は、緊急防災・減災事業債を活用した指定避難所の仲南小学校・満濃南小学

校・四条小学校の各体育館に空調設備を設置する工事の請負契約の締結を行おうとするも

のでございます。 

 経過等詳細につきましては、担当課長より説明を申し上げます。 

 御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○大西樹議長  総務課長、長森正志君。 
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○長森総務課長  それでは、令和２年度指定避難所（仲南小・満濃南小・四条小）体

育館空調設備工事に関する入札執行内容及び経過につきまして御説明申し上げます。 

 まず、入札の形式といたしましては、条件付一般競争入札といたしております。 

 入札参加資格としまして、対象を単独企業もしくは共同企業体とし、一般的な事項のほ

か、主に４点ほど条件を付しております。まず１点目、香川県に本社、本店または支店、

営業所を有すること。２点目、まんのう町の建設工事に係る指名競争入札参加資格を有す

る者（業種は管工事）であり、建設業法の規定による経営事項審査における管工事の総合

数値が１，０００点以上の者であること。次に３点目、請負金額が５，０００万円の建築

設備工事の施工実績を有すること。４点目、建設業法の規定に基づく監理技術者資格を有

し、かつ、入札参加資格要件であります工事の担当者としての経験実績を有する者を専任

で配置できることの４条件を付しております。 

 そうしたことを踏まえまして、１月２０日に一般競争入札の公告を行いまして、１月２

９日に参加受付を締め切り、審査の結果、８社の参加資格を確認し、３月５日に入札執行

いたしました。 

 議案書につけておりますが、次ページで入札結果表をつけております。 

 その中で、一番上の業者と５番目の業者につきましては、入札価格、調査基準を下回っ

ておりまして、かつ、共通経費につきまして、基準を下回っておりましたので、２社とも

失格しました。それ以外で最低価格の中で、今回、株式会社四電工中讃西営業所を落札と

させていただきました。これによりまして、本日、工事請負契約の締結を議案として上程

させていただいたものであります。 

 以上、簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了します。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第２５号は、会議規則第３９条第３項の規定により、

委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第２５号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２５号 工事請負契約の締結について（令和２年度指定避難所（仲南

小・満濃南小・四条小）体育館空調設備工事）の件を採決いたします。本案は、原案のと



－２７－ 

おり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２５ 議案第２６号 工事請負契約の締結について（令和２年度指定避難所（琴

南小・長炭小・高篠小）体育館空調設備工事） 

○大西樹議長  日程第２５、議案第２６号 工事請負契約の締結について（令和２年

度指定避難所（琴南小・長炭小・高篠小）体育館空調設備工事）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第２６号 工事請負契約の締結について

（令和２年度指定避難所（琴南小・長炭小・高篠小）体育館空調設備工事）につきまして、

その提案理由を申し上げます。 

 次のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及びまん

のう町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の目的、令和２年度指定避難所（琴南小・長炭小・高篠小）体育館空調設備工事の

建築。契約の方法、条件付一般競争入札。契約金額９，４６０万円、うち消費税額が８６

０万円です。契約の相手方、株式会社フソウ代表取締役社長 野村充伸でございます。 

 今回の契約は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した指定避難

所の琴南小学校・長炭小学校・高篠小学校の各体育館に空調設備を設置する工事の請負契

約の締結を行おうとするものでございます。 

 経過等詳細につきましては、担当課長より説明を申し上げますので、御審議の上、御議

決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  総務課長、長森正志君。 

○長森総務課長  それでは、令和２年度指定避難所（琴南小・長炭小・高篠小）体育

館空調設備工事に関する入札執行内容及び経過につきまして御説明申し上げます。 

 まず、入札の形式といたしましては、条件付一般競争入札といたしております。 

 入札参加資格といたしましては、対象を単独企業もしくは共同企業体とし、一般的な事

項のほか、主に４項目、先ほどと同じでありますが、挙げております。まず１点目、香川

県に本社、本店または支店、営業所を有すること。２点目、まんのう町の建設工事に係る

指名競争入札参加資格を有する者（業種は管工事）であり、建設業法の規定による経営事

項審査における管工事の総合数値が１，０００点以上の者であること。３点目、請負金額

が５，０００万円の建築設備工事の施工実績を有すること。４点目、建設業法の規定に基

づく監理技術者資格を有し、かつ、入札参加資格要件である工事の担当者としての経験実
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績を有する者を専任で配置できることを条件としております。 

 この点を踏まえまして、去る１月２０日に一般競争入札の公告を行い、１月２９日に参

加受付を締め切り、審査の結果、７社の参加資格を確認し、３月５日に入札執行いたしま

した。 

 入札結果としましては、議案書に一緒につけております。今回、この点につきましては、

失格はありませんでした。その入札の結果、株式会社フソウが落札いたしました。これに

よりまして、本日、工事請負契約の締結を議案として上程させていただいたものでありま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第２６号は、会議規則第３９条第３項の規定により、

委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第２６号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２６号 工事請負契約の締結について（令和２年度指定避難所（琴南

小・長炭小・高篠小）体育館空調設備工事）の件を採決いたします。本案は、原案のとお

り決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２６ 閉会中の継続調査について 

○大西樹議長  日程第２６、閉会中の継続調査についての件を議題といたします。 

 各常任委員長から所管事務の調査について、また、議会運営委員長から議会運営を効率

的、円滑に行うため、会議規則第７５条の規定に基づく閉会中の継続調査の申出がありま

した。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申出のとおり、継続調査をすることに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査をすることに決定いたし

ました。 

 以上で、本定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 これにて、令和３年第１回まんのう町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時３３分 
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